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平成２８年１０月２３日  

平成２９年２月１３日改訂 

平成２９年４月１６日改訂 

 

Ⅰ．豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針 

 

豊島廃棄物等処理事業は、先端技術を活用し「共創」の理念で実施しており、豊

島中間保管・梱包施設等（豊島の中間保管・梱包施設、特殊前処理物処理施設及び

関連設備等並びに直島の中間処理施設及び関連設備等をいう。）に関する撤去等（堆

積物の除去・除染及び解体撤去等をいう。）についてもこの理念とともに、これまで

の本事業における姿勢を踏襲し、以下に従い実施するものとする。  

 

１．周辺環境の保全  

撤去等の作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等による

影響を防止するための措置を講ずるとともに、周辺環境の調査を実施することなど

により、周辺環境の保全を図る。  

 

２．撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保  

豊島廃棄物等及びその燃焼に伴って発生したばいじん等の、設備等への堆積の

状況の測定・確認や作業環境測定等に基づき、適切な保護具や作業方法等を選定

し、撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保に万全を期す。 

  

３．撤去等の工程全体におけるＢＡＴ（Best Available Techniques）の適用 

撤去等の工程全体にＢＡＴを適用し、実施可能な最善の技術・手法・体制等を採

用する。 

 

４．施設の解体に先立つ堆積物の除去・除染の徹底 

解体に先立って堆積物の十分な除去・除染を実施し、解体撤去における周辺環

境の保全や作業従事者の安全等並びに施設撤去廃棄物等（施設の解体撤去に伴い

発生した廃棄物や有価物をいう。）の有効利用に資する。 

 

５．除染等廃棄物の中間処理施設を活用した安全な処理の実施  

除染等廃棄物（堆積物の除去・除染作業によって生じた廃棄物をいう。）は、原

則として中間処理施設を活用し、安全な処理を実施する。  

 

６．施設撤去廃棄物等の有効利用の実現  

施設撤去廃棄物等については、資源化を原則とし、現場で分別したうえで有効

利用を図る。 

 

７．関係者の意向の聴取と的確・迅速な情報共有の実現  

的確・迅速な情報の提供を行い、関係者とのコミュニケーションを通じてより

一層の理解と信頼を得る。  


